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 この資料は、平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日までに受け付けた政治資金規正法の規定に

よる収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求件数等を取りまとめたものです。 

 

１ 政治資金規正法の規定による収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求の状況 

  平成 22 年度における政治資金規正法の規定による収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求件数

は５件でした。 
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２ 収支報告閲覧対象文書の写しの請求があった政治団体の状況 

  平成 22 年度において収支報告閲覧対象文書の写しの請求があった政治団体数は延べ 161 団体でし

た。 
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延べ 161団体 延べ２団体 延べ４団体 延べ４団体 延べ 151団体 

  ※ 政治資金規正法の規定による収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求をすることができる

のは、収支報告書の要旨を公表した日から３年間です。 

  ※ 収支報告閲覧対象文書については、県選挙管理委員会のホームページからダウンロードするこ

とができます。 


